
宮崎市条例第６２号

宮崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

（趣旨）

第１条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という。）第９条第２項の規定に基づく

個人番号の利用及び法第１９条第９号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な

事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。

⑴ 障害者関係情報 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）による身体障害

者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）に

よる精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）にい

う知的障害者に関する情報

⑵ 中国残留邦人等支援給付等関係情報 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永

住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報

⑶ 生活保護関係情報 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の実施又

は就労自立給付金の支給に関する情報

⑷ 地方税関係情報 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）その他の地方税に関する

法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する

情報

⑸ 児童手当関係情報 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当又は特

例給付の支給に関する情報

⑹ 児童扶養手当関係情報 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）による児童

扶養手当の支給に関する情報

⑺ 介護保険給付等関係情報 介護保険法（平成９年法律第１２３号）による保険給付

の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報

⑻ 医療保険給付関係情報 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）又は高齢者

の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）による医療に関する給付の支

給又は保険料（地方税法の規定による国民健康保険税を含む。）の徴収に関する情報

⑼ 障害者自立支援給付関係情報 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号）による自立支援給付の支給に関する情報

２ 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する

用語の例による。

（個人番号の利用範囲）

第３条 法第９条第２項の条例で定める事務は、次に掲げる事務とする。

⑴ 別表第１の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務



⑵ 別表第２の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務

⑶ 市長又は教育委員会が行う法別表第２の第２欄に掲げる事務

２ 別表第２の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限

度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用するこ

とができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の

個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、こ

の限りでない。

３ 市長又は教育委員会は、法別表第２の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な限

度で、当該事務に対応する同表の第４欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有する

ものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステ

ムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることが

できる場合は、この限りでない。

４ 第２項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その

他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付

けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

（特定個人情報の提供）

第４条 法第１９条第９号の規定により特定個人情報を提供することができる場合は、別

表第３の情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関に対

し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲

げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる機関

が当該特定個人情報を提供するときとする。

２ 前条第４項の規定は、前項の規定による特定個人情報の提供があった場合について準

用する。

（委任）

第５条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。

附 則

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第３条第１項第３号、同条第

２項ただし書及び第３項並びに別表第２の１７の項の規定は、法附則第１条第５号に掲げ

る規定の施行の日から施行する。

別表第１（第３条関係）

機関 事務

１ 市長 宮崎市遺児福祉手当支給条例（昭和４５年条例第５号）による

遺児福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

２ 市長 宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例（平成１２年条例第６２

号）による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるも

の



３ 市長 宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（平成７年条例

第５号）による医療費の助成に関する事務であって規則で定め

るもの

４ 市長 宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例（昭和５０年条

例第４１号）による医療費の助成に関する事務であって規則で

定めるもの

５ 市長 宮崎市営住宅条例（平成９年条例第６１号）による公営住宅等

（市が国の補助を受けずに設置及び管理を行うものに限る。以

下同じ。）の管理に関する事務であって規則で定めるもの

６ 市長 宮崎市山村定住住宅条例（平成１７年条例第２００号）による

山村定住住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

７ 市長 障害者等の日常生活及び社会生活を支援するための補助金等の

交付に関する事務であって規則で定めるもの

８ 市長 介護保険法による居宅サービス、地域密着型サービス、介護予

防サービス又は地域密着型介護予防サービスの利用者の負担を

軽減するための補助金の交付に関する事務であって規則で定め

るもの

９ 市長 要介護者等に対する住宅改修の費用に係る補助金の交付に関す

る事務であって規則で定めるもの

１０ 市長 生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生

活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

１１ 教育委員会 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による就学困難と認め

られる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助（以下「就

学援助」という。）に関する事務であって規則で定めるもの

別表第２（第３条関係）

機関 事務 特定個人情報

１ 市長 生活保護法による保護 障害者関係情報、宮崎市遺児福祉手当支給条

の決定及び実施又は徴 例による遺児福祉手当の支給に関する情報、



収金の徴収に関する事 宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例による

務であって規則で定め 医療費の助成に関する情報、宮崎市ひとり親

るもの 家庭等医療費助成に関する条例による医療費

の助成に関する情報又は宮崎市重度心身障害

者医療費助成に関する条例による医療費の助

成に関する情報であって規則で定めるもの

２ 市長 公営住宅法（昭和２６ 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって

年法律第１９３号）に 規則で定めるもの

よる公営住宅の管理に

関する事務であって規

則で定めるもの

３ 市長 特定優良賃貸住宅の供 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付

給の促進に関する法律 等関係情報又は生活保護法に準じて実施する

（平成５年法律第５２ 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措

号）による賃貸住宅の 置に関する情報（以下「外国人生活保護関係

管理に関する事務であ 情報」という。）であって規則で定めるもの

って規則で定めるもの

４ 市長 中国残留邦人等支援給 障害者関係情報、宮崎市遺児福祉手当支給条

付等の支給に関する事 例による遺児福祉手当の支給に関する情報、

務であって規則で定め 宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例による

るもの 医療費の助成に関する情報、宮崎市ひとり親

家庭等医療費助成に関する条例による医療費

の助成に関する情報又は宮崎市重度心身障害

者医療費助成に関する条例による医療費の助

成に関する情報であって規則で定めるもの

５ 市長 健康増進法（平成１４ 地方税関係情報であって規則で定めるもの

年法律第１０３号）に

よる健康増進事業の実

施に関する事務であっ

て規則で定めるもの

６ 市長 障害者の日常生活及び 障害者関係情報、生活保護関係情報、中国残

社会生活を総合的に支 留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情

援するための法律によ 報又は外国人生活保護関係情報であって規則

る自立支援給付の支給 で定めるもの

又は地域生活支援事業



の実施に関する事務で

あって規則で定めるも

の

７ 市長 宮崎市遺児福祉手当支 地方税関係情報であって規則で定めるもの

給条例による遺児福祉

手当の支給に関する事

務であって規則で定め

るもの

８ 市長 宮崎市乳幼児医療費助 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付

成に関する条例による 等関係情報、地方税関係情報、児童手当関係

医療費の助成に関する 情報又は外国人生活保護関係情報であって規

事務であって規則で定 則で定めるもの

めるもの

９ 市長 宮崎市ひとり親家庭等 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報、

医療費助成に関する条 中国残留邦人等支援給付等関係情報、地方税

例による医療費の助成 関係情報、宮崎市重度心身障害者医療費助成

に関する事務であって に関する条例による医療費の助成に関する情

規則で定めるもの 報又は外国人生活保護関係情報であって規則

で定めるもの

１０ 市長 宮崎市重度心身障害者 障害者関係情報、生活保護関係情報、中国残

医療費助成に関する条 留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情

例による医療費の助成 報又は外国人生活保護関係情報であって規則

に関する事務であって で定めるもの

規則で定めるもの

１１ 市長 宮崎市営住宅条例によ 障害者関係情報、生活保護関係情報、中国残

る公営住宅等の管理に 留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情

関する事務であって規 報又は外国人生活保護関係情報であって規則

則で定めるもの で定めるもの

１２ 市長 宮崎市山村定住住宅条 障害者関係情報、生活保護関係情報、中国残

例による山村定住住宅 留邦人等支援給付等関係情報、地方税関係情

の管理に関する事務で 報又は外国人生活保護関係情報であって規則

あって規則で定めるも で定めるもの

の



１３ 市長 障害者等の日常生活及 障害者関係情報又は地方税関係情報であって

び社会生活を支援する 規則で定めるもの

ための補助金等の交付

に関する事務であって

規則で定めるもの

１４ 市長 介護保険法による居宅 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付

サービス、地域密着型 等関係情報、地方税関係情報、介護保険給付

サービス、介護予防サ 等関係情報又は外国人生活保護関係情報であ

ービス又は地域密着型 って規則で定めるもの

介護予防サービスの利

用者の負担を軽減する

ための補助金の交付に

関する事務であって規

則で定めるもの

１５ 市長 要介護者等に対する住 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付

宅改修の費用に係る補 等関係情報、地方税関係情報、介護保険給付

助金の交付に関する事 等関係情報又は外国人生活保護関係情報であ

務であって規則で定め って規則で定めるもの

るもの

１６ 市長 生活保護法に準じて実 医療保険給付関係情報、児童福祉法（昭和２

施する生活に困窮する ２年法律第１６４号）による小児慢性特定疾

外国人に対する生活保 病医療費の支給若しくは療育の給付若しくは

護の措置に関する事務 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

であって規則で定める 法律第１２９号）による資金の貸付け若しく

もの は給付金の支給に関する情報、生活保護関係

情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養

手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律

第１３４号）による障害児福祉手当若しくは

特別障害者手当若しくは昭和６０年法律第３

４号附則第９７条第１項の福祉手当の支給に

関する情報、地方税関係情報、母子保健法（

昭和４０年法律第１４１号）による養育医療

の給付若しくは養育医療に要する費用の支給

に関する情報、児童手当関係情報、介護保険

給付等関係情報、障害者自立支援給付関係情

報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、障

害者関係情報、宮崎市遺児福祉手当支給条例



による遺児福祉手当の支給に関する情報、宮

崎市乳幼児医療費助成に関する条例による医

療費の助成に関する情報、宮崎市ひとり親家

庭等医療費助成に関する条例による医療費の

助成に関する情報、宮崎市重度心身障害者医

療費助成に関する条例による医療費の助成に

関する情報又は外国人生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの

１７ 市長 法別表第２の第２欄に 外国人生活保護関係情報であって規則で定め

掲げる事務（当該事務 るもの

に対応する同表の第４

欄に生活保護関係情報

が掲げられているもの

に限る。）であって規

則で定めるもの

別表第３（第４条関係）

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報

１ 市長 生活保護法による保 教育委員会 学校保健安全法（昭和３３年

護の決定及び実施又 法律第５６号）による医療に

は徴収金の徴収に関 要する費用についての援助に

する事務であって規 関する情報であって規則で定

則で定めるもの めるもの

２ 市長 中国残留邦人等支援 教育委員会 学校保健安全法による医療に

給付等の支給に関す 要する費用についての援助に

る事務であって規則 関する情報であって規則で定

で定めるもの めるもの

３ 市長 宮崎市ひとり親家庭 教育委員会 学校保健安全法による医療に

等医療費助成に関す 要する費用についての援助に

る条例による医療費 関する情報であって規則で定

の助成に関する事務 めるもの

であって規則で定め

るもの

４ 市長 生活保護法に準じて 教育委員会 学校保健安全法による医療に



実施する生活に困窮 要する費用についての援助に

する外国人に対する 関する情報であって規則で定

生活保護の措置に関 めるもの

する事務であって規

則で定めるもの

５ 教育委員 学校保健安全法によ 市長 生活保護関係情報、児童扶養

会 る医療に要する費用 手当関係情報、中国残留邦人

についての援助に関 等支援給付等関係情報、地方

する事務であって規 税関係情報又は外国人生活保

則で定めるもの 護関係情報であって規則で定

めるもの

６ 教育委員 就学援助に関する事 市長 生活保護関係情報、児童扶養

会 務であって規則で定 手当関係情報、中国残留邦人

めるもの 等支援給付等関係情報、地方

税関係情報又は外国人生活保

護関係情報であって規則で定

めるもの



宮崎市規則第８３号

宮崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成

２７年条例第６２号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。

（条例別表第１に定める事務）

第２条 条例別表第１の１の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

⑴ 宮崎市遺児福祉手当支給条例（昭和４５年条例第５号）第４条の受給資格の認定の

請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する

事務

⑵ 宮崎市遺児福祉手当支給条例第７条第１項に規定する遺児福祉手当の支給の制限に

関する事務

第３条 条例別表第１の２の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

⑴ 宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例（平成１２年条例第６２号）第４条第１項の

助成を受けることができる乳幼児である旨の認定の申請の受理、その申請に係る事実

についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑵ 宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例第７条第１項の保険医療機関等への支払又は

同条第３項の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申

請に対する応答に関する事務

第４条 条例別表第１の３の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

⑴ 宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（平成７年条例第５号）第５条第１

項の助成対象者であることについての認定の申請の受理、その申請に係る事実につい

ての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑵ 宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第７条第１項の助成の申請の受理、

その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答又は同条第３項の

保険医療機関等への支払に関する事務

第５条 条例別表第１の４の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

⑴ 宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例（昭和５０年条例第４１号）第４条

第１項の助成対象者である旨の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審

査又はその申請に対する応答に関する事務

⑵ 宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例第７条第１項の助成の申請の受理、

その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答又は同条第３項の

保険医療機関等への支払に関する事務

⑶ 宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則（昭和５０年規則第２７号）

第８条の受給資格者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は

その申請に対する応答に関する事務

第６条 条例別表第１の５の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

⑴ 宮崎市営住宅条例（平成９年条例第６１号）第７条の入居の申込みの受理、その申



込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

⑵ 宮崎市営住宅条例第１３条第１項の収入の申告の受理、その申告に係る事実につい

ての審査又はその申告に対する応答に関する事務

⑶ 宮崎市営住宅条例第１４条（同条例第２８条第４項、第２９条第８項及び第５５条

第２項において準用する場合を含む。）の家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶

予の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関

する事務

⑷ 宮崎市営住宅条例第１５条第１項（同条例第２８条第４項、第２９条第８項及び第

５５条第２項において準用する場合を含む。）の家賃又は同条例第１６条第１項の敷

金の徴収に関する事務

⑸ 宮崎市営住宅条例第１６条第２項の敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、

その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑹ 宮崎市営住宅条例第２５条第１項若しくは第２６条第１項の承認の申請の受理、そ

の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑺ 宮崎市営住宅条例第２９条第１項又は第３２条第１項の明渡しの請求に関する事務

⑻ 宮崎市営住宅条例第２９条第５項の家賃の決定又は同条第６項の金銭の徴収に関す

る事務

⑼ 宮崎市営住宅条例第２９条第７項の期限の延長の申出の受理、その申出に係る事実

についての審査又はその申出に対する応答に関する事務

⑽ 宮崎市営住宅条例第３１条の収入状況の報告の請求等に関する事務

第７条 条例別表第１の６の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

⑴ 宮崎市山村定住住宅条例（平成１７年条例第２００号）第６条第１項の入居の申込

みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関す

る事務

⑵ 宮崎市山村定住住宅条例第８条第１項若しくは第９条第１項の承認の申請の受理、

その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑶ 宮崎市山村定住住宅条例第１１条（同条例第１３条第２項において準用する場合を

含む。）の家賃若しくは敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理、その申請に係

る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑷ 宮崎市山村定住住宅条例第２０条第１項の明渡しの請求に関する事務

第８条 条例別表第１の７の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

⑴ 重度の障害を有する者に対するタクシーの運賃若しくはガソリンの購入に要する費

用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応

答に関する事務

⑵ 重度の腎臓機能障害を有する者に対するタクシーの運賃若しくはガソリンの購入に

要する費用の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に

対する応答に関する事務

第９条 条例別表第１の８の項の規則で定める事務は、補助金の交付の対象となる者であ

る旨の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応

答に関する事務とする。



第１０条 条例別表第１の９の項の規則で定める事務は、補助金の交付の申請の受理、そ

の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第１１条 条例別表第１の１０の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１９条第１項の規定に準じて実施する

生活に困窮する外国人（以下単に「外国人」という。）に対する保護の実施に関する

事務

⑵ 生活保護法第２４条第１項の規定に準じて実施する外国人に対する保護の開始若し

くは同条第９項の規定に準じて実施する外国人に対する保護の変更の申請の受理、そ

の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑶ 生活保護法第２５条第１項の規定に準じて職権をもって実施する外国人に対する保

護の開始又は同条第２項の規定に準じて職権をもって実施する外国人に対する保護の

変更に関する事務

⑷ 生活保護法第２６条の規定に準じて実施する外国人に対する保護の停止又は廃止に

関する事務

⑸ 生活保護法第５５条の４第１項の規定に準じて実施する外国人に対する就労自立給

付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する

応答に関する事務

⑹ 生活保護法第６３条の規定に準じて実施する外国人に対する保護に要する費用の返

還に関する事務

⑺ 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの規定に準じて実施

する外国人に対する保護に係る徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の

規定に準じて実施する外国人に対する保護に係る徴収金の徴収を含む。）に関する事

務

第１２条 条例別表第１の１１の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

⑴ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１９条の援助の対象となる保護者（同法

第１６条に規定する保護者をいう。第３５条において同じ。）の認定に関する事務

⑵ 学用品の購入費、通学用品の購入費等の支給に関する事務

（条例別表第２に定める事務及び情報）

第１３条 条例別表第２の１の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 生活保護法第１９条第１項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

イ 生活保護法第６条第２項の要保護者又は同条第１項の被保護者であった者（以下

「要保護者等」という。）に係る身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）

第１５条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 要保護者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に

関する情報

ハ 要保護者等に係る宮崎市遺児福祉手当支給条例第５条の遺児福祉手当の支給に関

する情報



ニ 要保護者等に係る宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例第６条の助成に関する情

報

ホ 要保護者等に係る宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第６条の助成に

関する情報

ヘ 要保護者等に係る宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例第６条の助成に

関する情報

⑵ 生活保護法第２４条第１項の保護の開始又は同条第９項の保護の変更の申請に係る

事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

⑶ 生活保護法第２５条第１項の職権による保護の開始又は同条第２項の職権による保

護の変更に関する事務 第１号に掲げる情報

⑷ 生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に関する事務 第１号に掲げる情報

⑸ 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの徴収金の徴収（同

法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関する事務 第１号に

掲げる情報

第１４条 条例別表第２の２の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第１６条第４項（同法第２８条第３項及

び第２９条第８項において準用する場合を含む。）の家賃若しくは金銭又は同法第１

８条第２項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅法

第２条第２号の公営住宅の入居者又は同居者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号）第１４条第１項若しくは第３項の支援給付の支給の実施、中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改

正する法律（平成１９年法律第１２７号。以下「平成１９年改正法」という。）附則

第４条第１項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永

住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成２５年法律第１０６

号。以下「平成２５年改正法」という。）附則第２条第１項の規定によりなお従前の

例によることとされた平成２５年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（以下「旧法」という。）第１４条

第１項の支援給付、平成２５年改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例に

よることとされた旧法第１４条第３項の支援給付若しくは平成２５年改正法附則第２

条第３項の支援給付の支給の実施に関する情報（以下「中国残留邦人等支援給付実施

関係情報」という。）

⑵ 公営住宅法第１９条（同法第２８条第３項及び第２９条第８項において準用する場

合を含む。）の家賃、敷金又は金銭の徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に

関する事務 前号に掲げる情報

⑶ 公営住宅法第２５条第１項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

第１号に掲げる情報

⑷ 公営住宅法第２７条第５項又は第６項の承認の申請に係る事実についての審査に関



する事務 第１号に掲げる情報

⑸ 公営住宅法第２９条第７項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての

審査に関する事務 第１号に掲げる情報

⑹ 公営住宅法第３２条第１項の明渡しの請求に関する事務 第１号に掲げる情報

⑺ 宮崎市営住宅条例で定める公営住宅及び共同施設の管理に関する事務 第１号に掲

げる情報

第１５条 条例別表第２の３の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 宮崎市営住宅条例第５０条において準用する同条例第７条の入居の申込みに係る事

実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

イ 宮崎市営住宅条例第３条第４号の特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者（以下こ

の号において「特定公共賃貸住宅入居者等」という。）に係る生活保護法第１９条

第１項の保護の実施、同法第２４条第１項の保護の開始若しくは同条第９項の保護

の変更、同法第２５条第１項の職権による保護の開始若しくは同条第２項の職権に

よる保護の変更又は同法第２６条の保護の停止若しくは廃止に関する情報（以下「

生活保護実施関係情報」という。）

ロ 特定公共賃貸住宅入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ハ 特定公共賃貸住宅入居者等に係る生活保護法第１９条第１項の規定に準じて実施

する外国人に対する保護の実施、同法第２４条第１項の規定に準じて実施する外国

人に対する保護の開始若しくは同条第９項の規定に準じて実施する外国人に対する

保護の変更、同法第２５条第１項の規定に準じて職権をもって実施する外国人に対

する保護の開始若しくは同条第２項の規定に準じて職権をもって実施する外国人に

対する保護の変更又は同法第２６条の規定に準じて実施する外国人に対する保護の

停止若しくは廃止に関する情報（以下「外国人生活保護実施関係情報」という。）

⑵ 宮崎市営住宅条例第５０条において準用する同条例第１４条の家賃の減免又は徴収

の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

⑶ 宮崎市営住宅条例第５０条において準用する同条例第１５条第１項の家賃又は同条

例第５０条において準用する同条例第１６条第１項の敷金の徴収に関する事務 第１

号に掲げる情報

⑷ 宮崎市営住宅条例第５０条において準用する同条例第１６条第２項の敷金の減免又

は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第１号に掲げる情報

⑸ 宮崎市営住宅条例第５０条において準用する同条例第２５条第１項又は第２６条第

１項の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第１号に掲げる情報

⑹ 宮崎市営住宅条例第５０条において準用する同条例第３１条の収入状況の報告の請

求等に関する事務 第１号に掲げる情報

⑺ 宮崎市営住宅条例第５０条において準用する同条例第３２条第１項（第７号を除く。）

の明渡しの請求に関する事務 第１号に掲げる情報

第１６条 条例別表第２の４の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と



する。

⑴ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項若しくは第３項の支援給付の支給の実

施、平成１９年改正法附則第４条第１項の支援給付の支給の実施又は平成２５年改正

法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第１

項の支援給付、平成２５年改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例による

こととされた旧法第１４条第３項の支援給付若しくは平成２５年改正法附則第２条第

３項の支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項若しくは第３項の支援給付、平成

１９年改正法附則第４条第１項の支援給付、平成２５年改正法附則第２条第１項の

規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第１項の支援給付、平成

２５年改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法

第１４条第３項の支援給付若しくは平成２５年改正法附則第２条第３項の支援給付

の支給を必要とする状態にある者又はこれらの支給を受けていた者（以下「要支援

者等」という。）に係る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付

及びその障害の程度に関する情報

ロ 要支援者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精

神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ハ 要支援者等に係る宮崎市遺児福祉手当支給条例第５条の遺児福祉手当の支給に関

する情報

ニ 要支援者等に係る宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例第６条の助成に関する情

報

ホ 要支援者等に係る宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第６条の助成に

関する情報

ヘ 要支援者等に係る宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例第６条の助成に

関する情報

⑵ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項（平成１９年改正法附則第４条第２項

において準用する場合を含む。以下同じ。）若しくは平成２５年改正法附則第２条第

１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第４

項の規定によりその例によることとされる生活保護法第２４条第１項の開始又は同条

第９項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

⑶ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項若しくは平成２５年改正法附則第２条

第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第

４項の規定によりその例によることとされる生活保護法第２５条第１項の職権による

開始又は同条第２項の職権による変更に関する事務 第１号に掲げる情報

⑷ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項若しくは平成２５年改正法附則第２条



第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第

４項の規定によりその例によることとされる生活保護法第２６条の保護の停止又は廃

止に関する事務 第１号に掲げる情報

⑸ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項若しくは平成２５年改正法附則第２条

第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第

４項の規定によりその例によることとされる生活保護法第７７条第１項又は第７８条

第１項から第３項までの徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金

の徴収を含む。）に関する事務 第１号に掲げる情報

第１７条 条例別表第２の５の項の規則で定める事務は、健康増進法施行規則（平成１５

年厚生労働省令第８６号）第４条の２第１号に規定する歯周疾患検診、同条第２号に規
しょう

定する 骨粗鬆 症検診又は同条第６号に規定するがん検診に係る自己負担金の免除の申

請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請

を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

第１８条 条例別表第２の６の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 地域生活支援給付費（障害者等が、市長が別に定めるところにより指定する地域生

活支援事業サービス（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第７７条第１項第８号若しくは第９号に掲げる事業又

は同条第３項に規定する事業で市長が別に定めるものをいう。以下この号において同

じ。）を行う者から当該指定に係る地域生活支援事業サービスを受けたときに、当該

障害者等に対し、当該指定に係る地域生活支援事業サービスに要した費用について市

長が別に定めるところにより支給するものをいう。以下この条において同じ。）の支

給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第１５

条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の

程度に関する情報

ハ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請

に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護

実施関係情報

ニ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請

に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留

邦人等支援給付実施関係情報

ホ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の

保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ヘ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請

に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生



活保護実施関係情報

⑵ 地域生活支援給付費の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

イ 当該変更に係る障害者又は当該変更に係る障害児に係る身体障害者福祉法第１５

条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 当該変更に係る障害者又は当該変更に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の

程度に関する情報

ハ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の

保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

ニ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の

保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付

実施関係情報

ホ 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の

保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係

情報

⑶ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第７７条第１項第６

号に規定する日常生活上の便宜を図るための用具の給付の申請に係る事実についての

審査に関する事務 次に掲げる情報

イ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第１５

条第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の

程度に関する情報

第１９条 条例別表第２の７の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 宮崎市遺児福祉手当支給条例第４条の受給資格の認定の請求に係る事実についての

審査に関する事務 当該請求を行う者に係る市町村民税に関する情報

⑵ 宮崎市遺児福祉手当支給条例第７条第１項に規定する遺児福祉手当の支給の制限に

関する事務 受給資格者（同条例第４条に規定する受給資格者をいう。）に係る市町

村民税に関する情報

第２０条 条例別表第２の８の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例第４条第１項の助成を受けることができる乳

幼児である旨の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

イ 当該申請に係る乳幼児に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請に係る乳幼児に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ハ 当該申請に係る乳幼児の保護者（宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例第２条第

２項に規定する保護者をいう。以下この号において同じ。）に係る市町村民税に関



する情報

ニ 当該申請に係る乳幼児の保護者に係る児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第

８条第１項（同法附則第２条第３項において準用する場合を含む。）の児童手当又

は特例給付（同法附則第２条第１項の給付をいう。）の支給に関する情報

ホ 当該申請に係る乳幼児に係る外国人生活保護実施関係情報

⑵ 宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例第７条第１項の保険医療機関等への支払又は

同条第３項の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号（ニを除く。）

に掲げる情報

第２１条 条例別表第２の９の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第５条第１項の助成対象者であるこ

とについての認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条第

１項の児童扶養手当の支給に関する情報

ハ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ニ 当該申請を行う者又はその保護者（宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条

例第４条第１項第５号から第９号までに規定する者をいう。）に係る市町村民税に

関する情報

ホ 当該申請を行う者に係る宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例第６条の

助成に関する情報

ヘ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

⑵ 宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第７条第１項の助成の申請に係る事

実についての審査又は同条第３項の保険医療機関等への支払に関する事務 前号に掲

げる情報

第２２条 条例別表第２の１０の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報

とする。

⑴ 宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例第４条第１項の助成対象者である旨

の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交

付及びその障害の程度に関する情報

ロ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

ハ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ニ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関

する情報

ホ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

⑵ 宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例第７条第１項の助成の申請に係る事

実についての審査又は同条第３項の保険医療機関等への支払に関する事務 前号に掲



げる情報

⑶ 宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則第８条の受給資格者証の更

新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第１号に掲げる情報

第２３条 条例別表第２の１１の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報

とする。

⑴ 宮崎市営住宅条例第７条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

イ 宮崎市営住宅条例第３条第３号の公営住宅等（市が国の補助を受けずに設置及び

管理を行うものに限る。）の入居者又は同居者（以下この号において「公営住宅等

の入居者等」という。）に係る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳

の交付及びその障害の程度に関する情報

ロ 公営住宅等の入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条

第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ハ 公営住宅等の入居者等に係る生活保護実施関係情報

ニ 公営住宅等の入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ホ 公営住宅等の入居者等に係る市町村民税に関する情報

ヘ 公営住宅等の入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

⑵ 宮崎市営住宅条例第１２条第１項又は第２８条第３項の家賃の決定に関する事務

前号（ハ、ニ及びヘを除く。）に掲げる情報

⑶ 宮崎市営住宅条例第１４条（同条例第２８条第４項、第２９条第８項及び第５５条

第２項において準用する場合を含む。）の家賃又は金銭の減免又は徴収の猶予の申請

に係る事実についての審査に関する事務 第１号に掲げる情報

⑷ 宮崎市営住宅条例第１６条第２項の敷金の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実に

ついての審査に関する事務 第１号に掲げる情報

⑸ 宮崎市営住宅条例第２５条第１項又は第２６条第１項の承認の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 第１号に掲げる情報

⑹ 宮崎市営住宅条例第２９条第１項の明渡しの請求に関する事務 第２号に掲げる情

報

⑺ 宮崎市営住宅条例第２９条第７項の期限の延長の申出に係る事実についての審査に

関する事務 第１号（ホを除く。）に掲げる情報

⑻ 宮崎市営住宅条例第３２条第１項の明渡しの請求に関する事務 前号に掲げる情報

第２４条 条例別表第２の１２の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報

とする。

⑴ 宮崎市山村定住住宅条例第６条第１項の入居の申込みに係る事実についての審査に

関する事務 次に掲げる情報

イ 宮崎市山村定住住宅条例第３条の山村定住住宅の入居者又は同居者（以下この号

において「山村定住住宅の入居者等」という。）に係る身体障害者福祉法第１５条

第１項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報



ロ 山村定住住宅の入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５

条第１項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ハ 山村定住住宅の入居者等に係る生活保護実施関係情報

ニ 山村定住住宅の入居者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ホ 山村定住住宅の入居者等に係る市町村民税に関する情報

ヘ 山村定住住宅の入居者等に係る外国人生活保護実施関係情報

⑵ 宮崎市山村定住住宅条例第８条第１項又は第９条第１項の承認の申請に係る事実に

ついての審査に関する事務 前号に掲げる情報

⑶ 宮崎市山村定住住宅条例第１１条（同条例第１３条第２項において準用する場合を

含む。）の家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関

する事務 第１号に掲げる情報

⑷ 宮崎市山村定住住宅条例第２０条第１項の明渡しの請求に関する事務 第１号（ホ

を除く。）に掲げる情報

第２５条 条例別表第２の１３の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報

とする。

⑴ 重度の障害を有する者に対するタクシーの運賃又はガソリンの購入に要する費用の

助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

イ 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交

付及びその障害の程度に関する情報

ロ 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１

項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

ハ 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する

情報

⑵ 重度の腎臓機能障害を有する者に対するタクシーの運賃又はガソリンの購入に要す

る費用の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号（ロを除く。）に

掲げる情報

第２６条 条例別表第２の１４の項の規則で定める事務は、補助金の交付の対象となる者

である旨の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定め

る情報は、次に掲げる情報とする。

⑴ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

⑵ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

⑶ 当該申請を行う者又は当該者と同居の若しくは当該者と生計を一にする別居の者に

係る市町村民税に関する情報

⑷ 当該申請を行う者に係る介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１８条第１号の

介護給付、同条第２号の予防給付又は同条第３号の市町村特別給付の支給に関する情

報

⑸ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

第２７条 条例別表第２の１５の項の規則で定める事務は、補助金の交付の申請に係る事

実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とす



る。

⑴ 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

⑵ 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

⑶ 当該申請を行う者又は当該者と同居の若しくは当該者と生計を一にする別居の者に

係る市町村民税に関する情報

⑷ 当該申請を行う者に係る介護保険法第１８条第１号の介護給付、同条第２号の予防

給付又は同条第３号の市町村特別給付の支給に関する情報

⑸ 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

第２８条 条例別表第２の１６の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、

同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報

とする。

⑴ 生活保護法第１９条第１項の規定に準じて実施する外国人に対する保護の実施に関

する事務 次に掲げる情報

イ 生活保護法第６条第２項の要保護者に準ずる外国人若しくは同条第１項の被保護

者に準ずる者であった外国人（以下「要保護者等外国人」という。）に係る国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）による保険給付の支給に関する情報

ロ 要保護者等外国人に係る児童福祉法第１９条の２第１項の小児慢性特定疾病医療

費の支給に関する情報

ハ 要保護者等外国人に係る児童福祉法第２０条第１項の療育の給付の支給に関する

情報

ニ 要保護者等外国人に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２

９号）第１３条第１項、第３１条の６第１項若しくは第３２条第１項又は附則第３

条若しくは第６条の資金の貸付けに関する情報

ホ 要保護者等外国人に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第３１条第１号（同法第

３１条の１０において読み替えて準用する場合を含む。）の給付金の支給に関する

情報

ヘ 要保護者等外国人に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活保護法第５５条の

４第１項の規定に準じて実施する外国人に対する就労自立給付金の支給に関する情

報

ト 要保護者等外国人に係る児童扶養手当法第４条第１項の児童扶養手当の支給に関

する情報

チ 要保護者等外国人に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法

律第１３４号）第１７条の障害児福祉手当、同法第２６条の２の特別障害者手当又

は国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号）附則第９７条第

１項の福祉手当の支給に関する情報

リ 要保護者等外国人に係る市町村民税に関する情報

ヌ 要保護者等外国人に係る母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２０条第１

項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

ル 要保護者等外国人に係る児童手当法第８条第１項（同法附則第２条第３項におい



て準用する場合を含む。）の児童手当又は特例給付（同法附則第２条第１項の給付

をいう。）の支給に関する情報

ヲ 要保護者等外国人に係る介護保険法第１８条第１号の介護給付、同条第２号の予

防給付又は同条第３号の市町村特別給付の支給に関する情報

ワ 要保護者等外国人に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第６条の自立支援給付の支給に関する情報

カ 要保護者等外国人に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ヨ 要保護者等外国人に係る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交

付及びその障害の程度に関する情報

タ 要保護者等外国人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１

項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

レ 要保護者等外国人に係る宮崎市遺児福祉手当支給条例第５条の遺児福祉手当の支

給に関する情報

ソ 要保護者等外国人に係る宮崎市乳幼児医療費助成に関する条例第６条の助成に関

する情報

ツ 要保護者等外国人に係る宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第６条の

助成に関する情報

ネ 要保護者等外国人に係る宮崎市重度心身障害者医療費助成に関する条例第６条の

助成に関する情報

⑵ 生活保護法第２４条第１項の規定に準じて実施する外国人に対する保護の開始又は

同条第９項の規定に準じて実施する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 前号に掲げる情報

⑶ 生活保護法第２５条第１項の規定に準じて職権をもって実施する外国人に対する保

護の開始又は同条第２項の規定に準じて職権をもって実施する外国人に対する保護の

変更に関する事務 第１号に掲げる情報

⑷ 生活保護法第２６条の規定に準じて実施する外国人に対する保護の停止又は廃止に

関する事務 第１号に掲げる情報

⑸ 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの規定に準じて実施

する外国人に対する保護に係る徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の

規定に準じて実施する外国人に対する保護に係る徴収金の徴収を含む。）に関する事

務 第１号に掲げる情報

第２９条 条例別表第２の１７の項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律別表第２の主務省令で定める事務及び情報

を定める命令（平成２６年内閣府・総務省令第７号）に定める事務（当該事務を処理す

るために提供を求める情報として生活保護実施関係情報を定めるものに限る。）とし、

同項の規則で定める情報は、外国人生活保護実施関係情報とする。

（条例別表第３に定める事務及び情報）

第３０条 条例別表第３の１の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。



⑴ 生活保護法第１９条第１項の保護の実施に関する事務 要保護者等に係る学校保健

安全法（昭和３３年法律第５６号）第２４条の援助の実施に関する情報

⑵ 生活保護法第２４条第１項の保護の開始又は同条第９項の保護の変更の申請に係る

事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

⑶ 生活保護法第２５条第１項の職権による保護の開始又は同条第２項の職権による保

護の変更に関する事務 第１号に掲げる情報

⑷ 生活保護法第２６条の保護の停止又は廃止に関する事務 第１号に掲げる情報

⑸ 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの徴収金の徴収（同

法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金の徴収を含む。）に関する事務 第１号に

掲げる情報

第３１条 条例別表第３の２の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第１項若しくは第３項の支援給付の支給の実

施、平成１９年改正法附則第４条第１項の支援給付の支給の実施又は平成２５年改正

法附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第１

項の支援給付、平成２５年改正法附則第２条第２項の規定によりなお従前の例による

こととされた旧法第１４条第３項の支援給付若しくは平成２５年改正法附則第２条第

３項の支援給付の支給の実施に関する事務 要支援者等に係る学校保健安全法第２４

条の援助の実施に関する情報

⑵ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項若しくは平成２５年改正法附則第２条

第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第

４項の規定によりその例によることとされる生活保護法第２４条第１項の開始又は同

条第９項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

⑶ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項若しくは平成２５年改正法附則第２条

第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第

４項の規定によりその例によることとされる生活保護法第２５条第１項の職権による

開始又は同条第２項の職権による変更に関する事務 第１号に掲げる情報

⑷ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項若しくは平成２５年改正法附則第２条

第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第

４項の規定によりその例によることとされる生活保護法第２６条の保護の停止又は廃

止に関する事務 第１号に掲げる情報

⑸ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律第１４条第４項若しくは平成２５年改正法附則第２条

第１項若しくは第２項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第１４条第

４項の規定によりその例によることとされる生活保護法第７７条第１項又は第７８条



第１項から第３項までの徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の徴収金

の徴収を含む。）に関する事務 第１号に掲げる情報

第３２条 条例別表第３の３の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第５条第１項の助成対象者であるこ

とについての認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者

に係る学校保健安全法第２４条の援助の実施に関する情報

⑵ 宮崎市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第７条第１項の助成の申請に係る事

実についての審査又は同条第３項の保険医療機関等への支払に関する事務 前号に掲

げる情報

第３３条 条例別表第３の４の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 生活保護法第１９条第１項の規定に準じて実施する外国人に対する保護の実施に関

する事務 要保護者等外国人に係る学校保健安全法第２４条の援助の実施に関する情

報

⑵ 生活保護法第２４条第１項の規定に準じて実施する外国人に対する保護の開始又は

同条第９項の規定に準じて実施する外国人に対する保護の変更の申請に係る事実につ

いての審査に関する事務 前号に掲げる情報

⑶ 生活保護法第２５条第１項の規定に準じて職権をもって実施する外国人に対する保

護の開始又は同条第２項の規定に準じて職権をもって実施する外国人に対する保護の

変更に関する事務 第１号に掲げる情報

⑷ 生活保護法第２６条の規定に準じて実施する外国人に対する保護の停止又は廃止に

関する事務 第１号に掲げる情報

⑸ 生活保護法第７７条第１項又は第７８条第１項から第３項までの規定に準じて実施

する外国人に対する保護に係る徴収金の徴収（同法第７８条の２第１項又は第２項の

規定に準じて実施する外国人に対する保護に係る徴収金の徴収を含む。）に関する事

務 第１号に掲げる情報

第３４条 条例別表第３の５の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第２４条の援助

の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報

とする。

⑴ 学校保健安全法第２４条の保護者（同法第９条に規定する保護者をいう。以下この

条において同じ。）に係る生活保護実施関係情報

⑵ 学校保健安全法第２４条の保護者に係る児童扶養手当法第４条第１項の児童扶養手

当の支給に関する情報

⑶ 学校保健安全法第２４条の保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

⑷ 学校保健安全法第２４条の保護者又は当該保護者と同居の若しくは当該保護者と生

計を一にする別居の者に係る市町村民税に関する情報

⑸ 学校保健安全法第２４条の保護者に係る外国人生活保護実施関係情報



第３５条 条例別表第３の６の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同

項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報と

する。

⑴ 学校教育法第１９条の援助の対象となる保護者の認定に関する事務 次に掲げる情

報

イ 当該保護者に係る生活保護実施関係情報

ロ 当該保護者に係る児童扶養手当法第４条第１項の児童扶養手当の支給に関する情

報

ハ 当該保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

ニ 当該保護者又は当該保護者と同居の若しくは当該保護者と生計を一にする別居の

者に係る市町村民税に関する情報

ホ 当該保護者に係る外国人生活保護実施関係情報

⑵ 学用品の購入費、通学用品の購入費等の支給に関する事務 前号に掲げる情報

附 則

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第２９条の規定は、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日から施行する。


